
 

 
 

 

 

 

 いつも本校の教育活動へのご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

教育相談に登録される方は申込書にご記入いただき、在籍校を通じて申し込み手続きをしていただ

きますよう、よろしくお願いいたします。 

 

１ 内  容 
聴こえにくさによる生活上の不便さ困難さ、学校で困っていることなどについて、具体的にアドバ

イスします。 

＜具体的な相談例＞ 

・聴力測定、補聴器や人工内耳の装用評価 

・子どもの状態に合わせた発音や言語の評価と助言 

・進路相談  など 

 

２ 相談方法 

★聴覚支援学校での教育相談 

 ・登録用紙にご記入いただき、在籍校を通じて郵送か持参で申し込み手続きをしてください。 

・登録後、本校の担当職員を決定し、初回のみ担当職員から連絡をします。2 回目以降は、相談し

たいことがありましたら担当職員まで連絡をください。 

・６月～２月の平日の放課後（１５：００～１６：４５）の時間帯で実施します。 

（1 回 45 分間、年間最大 4 回） 

・相談したいことがない場合には、登録をしていても１年間相談をしなくても構いません。 

・電話やＦＡＸでの相談も可能です。 

・相談に関する費用は無料です。 

★交流活動の案内 

・交流サマースクール、交流ウインタースクールの案内をします。 

 

３ 対  象 聴覚障害がある児童生徒（小・中・高生）を対象とします。 

 

４ 申込締切 令和７年５月２３日（金）   

・年度の途中からの教育相談に関しても、状況により応じることができますのでご相談ください。 

 

５ その他 

・聴覚支援学校への就学等を考えている場合には、いつでもご連絡ください。必要に応じて個別の

相談・見学にも応じます。 

 

 

 

 

香川県立聴覚支援学校 

『きこえとことばの相談支援センター』 

〒761-8074 高松市太田上町 513-1 

電話 087-865-4492 FAX087-868-1480 

E-Mail chokaku-s01@kagawa-edu.jp (担当 清川真理子 中川寛) 

 

聴覚障害のある児童生徒の保護者の皆様 

 

香川県立聴覚支援学校のHPは

こちらの QR コードから 

mailto:chokaku-s01@kagawa-edu.jp

